
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

平
成
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号
（
建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
積
率
、
建
ぺ
い
率
及

び
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
の
制
限
を
定
め
る
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
係
る
数
値
に
つ
い
て
定
め
る
件

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

表
中
「

建
ぺ
い
率

」
を
「

建
ぺ
い
率

」
に
、
「第

５
２
条
第
１
項
第
６
号

」
を
「第

５
２
条
第
１

，
、

項
第
８
号

」
に
、
「

な
が
れ

」
を
「

な
が
れ

」
に
改
め
る
。

，
，

、
、


